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○古河市空き家活用モデル住宅事業実施要綱 

令和６年３月28日 

告示第88号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、市が空き家の利活用と地域活性化に寄与する住宅政策

の展開を図るためのモデルとして、個人が所有する空き家を借り上げて整

備し、空き家を活用した住宅として移住しようとする者（市に転入（住民

基本台帳法（昭和42年法律第81号）第22条第１項の転入をいう。以下同じ。）

し、定住する意思のある者をいう。以下「移住者」という。）に貸し出す

古河市空き家活用モデル住宅（以下「モデル住宅」という。）事業に関し、

必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。 

(１) 空き家 現に居住その他の使用がなされていないことが常態である

住宅及び敷地並びにその敷地内に附属する工作物並びに庭木をいう。 

(２) モデル住宅 市長が所有者から空き家を借り上げ、移住者に転貸す

るための物件をいう。 

(３) 所有者 空き家に係る所有権を有する者又は空き家の賃貸借契約を

行うことにつき法律上の権利を有する者をいう。 

(４) 利用 モデル住宅の貸借の権利を有するものが、権利の行使と居住

を含めたモデル住宅を使用する行為をいう。 

(５) 利用者 市長と賃貸借契約を締結してモデル住宅を利用する者をい

う。 

(６) 明渡し 利用者が、モデル住宅から退去し、かつ、モデル住宅の中

の所有物品の撤去等を行い、市に物理的にモデル住宅を返還する行為を

いう。 

（対象となる空き家） 

第３条 モデル住宅の対象となる空き家は、次の各号のいずれにも該当する
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ものとする。 

(１) 住居の用に供する棟の全部をモデル住宅として借り上げることがで

きる空き家のうち、空き家の状況及び老朽化の程度によりモデル住宅の

用に一定期間供することができると認められるものとする。ただし、抵

当権の設定がされているもの及び各種法令等に違反し設置された空き家

は除く。 

(２) 空き家となってからおおむね３年以上を経過している住宅であるこ

と。 

(３) 空き家の立地、利便性、改修費その他市長が認める要件を考慮して

調査及び交渉並びに選考を行い、モデル住宅として利用することについ

て、所有者との合意が得られた空き家であること。 

（市と所有者との間で締結する賃貸借契約） 

第４条 市長は、前条の規定によりモデル住宅として活用することを合意し

た空き家について、別に定める契約内容において、所有者と賃貸借契約を

締結するものとする。 

２ 賃借料は、各年度につき、家屋及び土地の固定資産税及び都市計画税相

当額とする。この場合において、１年に満たない期間の賃借料は、１年を

365日として日割りして計算した額（100円未満切捨て）とする。 

３ 賃借料は、各年度につき、当該課税年度末に支払うものとする。 

４ 所有者は、市長の承諾を得ないで、賃貸借契約に係る空き家について、

当該契約期間中に第三者に売却し、又は担保権及び利用権の設定を行って

はならない。 

（モデル住宅の改修） 

第５条 市長は、前条第１項の規定により契約した空き家について、モデル

住宅として転貸ができる状態まで改修を行うものとする。 

２ 市長は、賃貸借契約の満了に伴いモデル住宅を所有者に返還する際に、

これを原状回復する義務を負わないものとする。 

（利用者の公募） 

第６条 市長は、利用者を募集しようとするときは、市ホームページその他
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の媒体により公募するものとする。 

（対象世帯等） 

第７条 モデル住宅の対象となる世帯（以下「対象世帯」という。）は、次

の各号のいずれにも該当するものとする。 

(１) 夫婦（次条の申込みの日（以下「申込日」という。）において、夫

婦のいずれかが39歳以下であるものに限る。以下この号及び次項第２号

において同じ。）又は夫婦及びその親族（民法（明治29年法律第89号）

第725条に規定する親族をいう。）によって構成される世帯であること。

ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。 

(２) 公営住宅法施行令（昭和26年政令第240号）第６条第２項の規定に準

じた算出方法により、当該対象世帯に属する者の合計月額所得が 15万

8,000円を超える世帯であること。 

２ 対象世帯に属する者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

(１) 申込日前１年以内において住民基本台帳法に基づき本市の住民基本

台帳に記録（次条第２項第１号において「記録」という。）されていな

い移住者であること。 

(２) 夫婦にあっては、そのいずれかが日本国籍を有する者であること。 

(３) 自ら居住するために住宅を必要としていること。 

(４) 市町村民税又は特別区民税を滞納していないこと。 

(５) 古河市暴力団排除条例（平成23年条例第32号）第２条第２号から第

４号までに規定するもの又は暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに

準ずるものの構成員でないこと。 

（利用申込み） 

第８条 モデル住宅の利用を申し込むこと（以下「利用申込み」という。）

ができる者は、対象世帯の夫婦いずれか（日本国籍を有する者に限る。）

とする。 

２ 利用申込みをしようとする者（以下「申込者」という。）は、市長が指

定する日までに、空き家活用モデル住宅利用申込書（様式第１号）に次に

掲げる書類を添えて、市長に申し込まなければならない。 
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(１) モデル住宅に居住しようとする者全員の住民票の写し及び戸籍の附

票の写し（当該住民票の写しにより申込日前１年以内において記録され

ていないことが確認できるときは、添付することを要しない。） 

(２) モデル住宅に居住しようとする者全員の直近年度の収入が分かるも

の（学生、未就学児等の収入がない者の場合は、添付することを要しな

い。） 

(３) 転入前の住所地における市町村民税又は特別区民税に係る納税証明

書 

(４) 利用申込みに係る誓約書 

(５) その他市長が特に必要と認めるもの 

（利用者の決定） 

第９条 市長は、利用申込みがあったときは、審査の上、利用の可否を決定

し、空き家活用モデル住宅利用決定通知書（様式第２号）又は空き家活用

モデル住宅利用不可通知書（様式第３号）により当該申込者に通知するも

のとする。 

２ 同一のモデル住宅について、申込者が複数いる場合は、抽選その他市長

が定める方法により利用者を決定するものとする。 

３ 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用者に

対し、利用決定の取消しをすることができる。 

(１) 空き家活用モデル住宅利用申込書に虚偽の記載をしたことが判明し

たとき。 

(２) 市長が定める賃貸借契約の締結期限までに正当な理由なく契約を締

結しないとき。 

（市と利用者との間で締結する賃貸借契約） 

第１０条 市長は、別に定める契約内容において、利用者と賃貸借契約を締

結するものとする。 

２ 利用者は、賃貸借契約の締結後速やかにモデル住宅へ引越しをして、引

越し後14日以内に住民票の異動を行い、その写しを提出しなければならな

い。 
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３ 利用者は、モデル住宅への引越し前までに賃貸住宅入居者用の火災保険

への加入手続を行い、加入後速やかに証するものの写しを提出しなければ

ならない。 

４ 賃貸借契約の締結においては、連帯保証人又は家賃債務保証業者を要す

るものとする。 

５ 利用者は、連帯保証人による賃貸借契約を締結する際、次に掲げる書類

を市長に提出しなければならない。 

(１) 連帯保証人の所得の額を証する書類 

(２) 連帯保証人の印鑑登録証明書 

(３) その他市長が必要と認める書類 

６ 利用者は、連帯保証人が死亡し、又はその資格を欠くに至ったときその

他やむを得ない理由により連帯保証人を変更しようとするときは、速やか

に空き家活用モデル住宅連帯保証人変更申請書（様式第４号）に新しく連

帯保証人となる者に係る前項に掲げる書類を添えて市長に申請し、その承

認を得なければならない。 

７ 市長は、前項の申請があった場合は、連帯保証人の資格を審査し、空き

家活用モデル住宅連帯保証人変更承認・不承認通知書（様式第５号）によ

り利用者に通知するとともに、承認するときは、当該利用者と連帯保証人

の変更について契約を締結するものとする。 

８ 利用者は、家賃債務保証業者と保証契約を締結した場合は、速やかに家

賃債務保証書を市長に提出しなければならない。家賃債務保証業者を変更

した場合も同様とする。 

（賃貸借期間） 

第１１条 市長と利用者との賃貸借期間（次項において「利用期間」という。）

は、２年間とする。ただし、市長と所有者との賃貸借期間内においては市

長と利用者の双方が合意すれば再契約することができる。 

２ 利用期間の満了前に、市長と所有者との賃貸借契約が解除された場合の

利用期間は、その解除時までとする。 

（氏名の変更等の届出） 
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第１２条 利用者は、氏名を変更したとき又は出生、死亡、転出等により同

居者に異動が生じたときは、その原因となる事実の生じた日から14日以内

に空き家活用モデル住宅利用者異動届（様式第６号）により市長に届け出

なければならない。 

（家賃） 

第１３条 モデル住宅の家賃（以下「家賃」という。）の算定方法について

は、市長が別に定めるものとする。 

２ 利用者は、家賃を当月末日までに支払わなければならない。 

（敷金） 

第１４条 利用者は、敷金として、１箇月分の家賃に相当する金額を市長に

預託するものとする。 

（明渡し等） 

第１５条 利用者は、モデル住宅を明渡ししようとするときは、市長の指定

する者の検査を受け、検査の結果に問題がないと認められた日から明渡し

できる。 

２ 利用者が、モデル住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の規定

による検査までに、利用者の費用で原状回復又は撤去を行わなければなら

ない。ただし、原状回復又は撤去を行わないことについて、市長の承認を

得たときは、この限りでない。 

（モデル住宅の明渡し請求） 

第１６条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利

用者に対し、当該モデル住宅の明渡しを請求することができる。 

(１) 不正な行為により入居したとき。 

(２) 正当な理由によらないで30日以上モデル住宅を使用しないとき。 

(３) 地域社会の環境、秩序及び平穏を阻害する行為をしたとき。 

(４) この告示の規定に違反したと認められるとき。 

(５) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。 

２ 前項の規定によりモデル住宅の明渡しの請求を受けた利用者は、直ちに

当該モデル住宅を明け渡さなければならない。 
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（補則） 

第１７条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、令和６年４月１日から施行する。 
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